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ニ
ュ
ー
ス

お
知
ら
せ

お
礼

募
集

ニ
ュ
ー
ス

お
知
ら
せ

お
礼

募
集

講
座
・
教
室

　
障
害
の
あ
る
方
や
そ
の
ご
家
族

な
ど
か
ら
の
様
々
な
相
談
窓
口
と

し
て
、
町
で
は
随
時
相
談
を
受
け

付
け
て
い
る
ほ
か
、
町
内
外
4
事

業
所
に
相
談
支
援
事
業
を
委
託

し
、
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
各
相
談
支
援
事
業
所
で
は
、
相

談
支
援
専
門
員
が
日
々
の
暮
ら
し

の
中
で
の
困
り
ご
と
や
悩
み
ご

と
、
仕
事
の
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
、

電
話
や
窓
口
で
相
談
を
お
伺
い

し
、
必
要
な
情
報
の
提
供
・
助
言
、

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
支
援
、
関

係
機
関
と
の
連
絡
調
整
な
ど
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　
上
の
相
談
支
援
事
業
所
ま
で
お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
相
談
支
援
専
門
員
と
は

・
障
害
の
あ
る
方
や
そ
の
ご
家
族

か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
助
言
や
関

係
機
関
と
の
連
絡
調
整
な
ど
の
必

要
な
支
援
を
行
い
ま
す
。

・
障
害
者
総
合
支
援
法
・
児
童
福

祉
法
に
基
づ
く
サ
ー
ビ
ス
等
利
用

計
画
を
作
成
し
、
サ
ー
ビ
ス
の
計

画
的
利
用
、
生
活
の
質
の
向
上
に

向
け
た
支
援
を
行
い
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　
ほ
け
ん
福
祉
課

　（
す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
伊
野
内
）

8
9
3

－

3
8
1
0

　
高
知
地
方
法
務
局
と
高
知
県
人

権
擁
護
委
員
連
合
会
で
は
、
介
護

者
に
よ
る
虐
待
、
障
害
を
理
由
と

す
る
差
別
な
ど
高
齢
者
・
障
害
者

を
め
ぐ
る
人
権
問
題
の
解
決
を
図

る
た
め
、
次
の
と
お
り
電
話
相
談

の
強
化
週
間
を
実
施
し
ま
す
。
期

間
中
は
、
土
、
日
曜
日
も
相
談
を

受
け
付
け
ま
す
。
ま
た
、
平
日
は

時
間
を
延
長
し
、
19
時
ま
で
受
け

付
け
ま
す
。

▼
日
時

　
9
月
7
日
（
月
）
〜
11
日
（
金
）

　
　
8
時
30
分
〜
19
時

　
9
月
12
日
（
土
）・
13
日
（
日
）

　
　
10
時
〜
17
時

▼
開
設
場
所

　
高
知
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

▼
電
話
番
号

　
0
5
7
0

－

0
0
3

－

1
1
0

（
全
国
共
通
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

※
電
話
は
、
お
か
け
に
な
っ
た
場

所
の
最
寄
り
の
法
務
局
に
つ
な
が

り
ま
す
。

▼
取
扱
内
容

　
介
護
者
か
ら
の
肉
体
的
・
心
理

的
虐
待
あ
る
い
は
家
族
な
ど
に
よ

る
経
済
的
虐
待
、
就
業
差
別
、
障

害
を
理
由
と
す
る
差
別
、
暮
ら
し

の
悩
み
ご
と
な
ど
高
齢
者
・
障
害

者
を
め
ぐ
る
人
権
問
題

▼
そ
の
他

　
相
談
は
無
料
、
秘
密
は
厳
守
し

ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　
高
知
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

8
2
2

－

3
5
0
3

　
知
的
障
害
者
相
談
員
・
精
神
障

害
者
相
談
員
に
よ
る
交
流
・
相
談

会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
　

　
生
活
相
談
も
行
っ
て
い
ま
す
の

で
、
お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※
身
体
障
害
者
相
談
員
へ
の
ご
相

談
は
各
相
談
員
へ
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

▼
相
談
日

　
第
2
月
曜
日

▼
相
談
時
間

　
13
時
30
分
〜
15
時
30
分

▼
場
所

　
あ
っ
た
か
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

　（
す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
伊
野
内
）

　
無
料
調
停
相
談
会
で
は
、
い
ろ

い
ろ
な
問
題
を
、
手
軽
に
、
早
く
、

安
く
解
決
す
る
調
停
制
度
を
活
用

す
る
方
法
に
つ
い
て
相
談
に
応
じ

ま
す
。
予
約
は
不
要
で
す
の
で
、

当
日
、
直
接
会
場
へ
お
越
し
く
だ

さ
い
。

▼
目
的
　
無
料
調
停
相
談
会

⑴
民
事
問
題
･
･
･
交
通
事
故
、

金
銭
貸
借
、
土
地
･
建
物
、
公

害
な
ど

⑵
家
事
問
題
･
･
･
離
婚
、
財
産

分
与
、
子
ど
も
の
親
権
、
扶
養
、

相
続
な
ど

▼
日
時
　
9
月
29
日
（
火
）

　
　
13
時
30
分
〜
16
時
30
分

▼
場
所
　
高
知
県
民
文
化
ホ
ー
ル

　
1
階
　
第
11
多
目
的
室

▼
相
談
担
当
者
　

　
民
事
・
家
事
調
停
委
員

　（
弁
護
士
調
停
委
員
含
む
。）

▼
主
催
　
高
知
調
停
協
会
連
合

会
、
高
知
地
区
調
停
協
会

■
問
い
合
わ
せ
　
毎
週
月
・
水
・

金
曜
日
の
9
時
〜
16
時

　
高
知
調
停
協
会
連
合
会
事
務
局

　（
高
知
家
庭
裁
判
所
内
）

8
7
2

－

7
8
8
4

〜
借
金
問
題
の
解
決
の
た
め
に
一

歩
を
踏
み
出
し
ま
し
ょ
う
〜

　
弁
護
士
や
司
法
書
士
に
よ
る
無

料
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。「
こ

こ
ろ
の
健
康
相
談
会
」
も
同
時
に

開
催
し
ま
す
の
で
、
返
済
生
活
を

送
る
中
で
、
心
身
に
不
調
を
抱
え

て
お
ら
れ
る
方
も
、
是
非
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

　
借
り
入
れ
・
返
済
に
関
す
る
資

料
が
あ
れ
ば
、
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。
ご
安
心

く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　
高
知
県
県
民
生
活
・
男
女
共
同

参
画
課

8
2
3

－

9
6
5
3

　
高
知
地
方
法
務
局
で
は
、
次
の

と
お
り
1
日
無
料
相
談
所
を
開
設

し
ま
す
。
当
日
の
相
談
に
つ
い
て

は
、
あ
ら
か
じ
め
予
約
が
必
要
で

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
日
時
　
10
月
4
日
（
日
）

　
　
　
　
10
時
〜
15
時

▼
場
所
　
高
知
地
方
法
務
局
本
局

▼
相
談
内
容
　
登
記
・
戸
籍
・
国

籍
・
供
託
・
人
権
擁
護
に
関
す
る

相
談
、
土
地
の
境
界
に
関
す
る
相

談
、
公
正
証
書
に
関
す
る
相
談

▼
相
談
員
　
法
務
局
職
員
、
司
法

書
士
、
土
地
家
屋
調
査
士
、
公
証

人
、
人
権
擁
護
委
員

■
予
約
連
絡
先

　
高
知
地
方
法
務
局
総
務
課

8
2
2

－

3
3
3
1

（
自
動
音
声
案
内
3
↓
3
）

　
高
知
地
方
・
家
庭
裁
判
所
で
は
、

10
月
1
日
か
ら
始
ま
る
「
法
の
日
」

週
間
の
行
事
の
一
環
と
し
て
、
無

料
法
律
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

▼
日
時
　
9
月
29
日
（
火
）

　（
受
付
）
12
時
30
分
〜
15
時

　（
相
談
）
13
時
〜
17
時

▼
場
所  

高
知
共
済
会
館

　CO
M
M
U
N
ITY  SQ

U
ARE

　
3
階

▼
共
催
機
関
　
高
知
弁
護
士
会
、

高
知
地
方
検
察
庁
、
高
知
地
方
法

務
局
、
高
知
地
方
・
家
庭
裁
判
所

■
問
い
合
わ
せ
　

　
高
知
地
方
・
家
庭
裁
判
所
事
務

局
総
務
課
庶
務
係82

2

－

0
5
7
6

　
9
月
13
日
（
日
）
8
時
30
分
か

ら
、
い
の
町
総
合
運
動
場
野
球
場

で
開
催
し
ま
す
。
参
加
料
は
1

チ
ー
ム
2,
0
0
0
円
で
す
。

※
開
催
予
備
日
は
9
月
20
日
（
日
）

　
申
込
及
び
問
い
合
わ
せ
は
、
い

の
町
体
育
会
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
部
片

岡
ま
で
電
話
で
お
願
い
し
ま
す
。

　
０
８
０

－

６
３
８
３

－

６
２
５
７

無
料
調
停
相
談
会
を

開
催
し
ま
す

お
知
ら
せ

多
重
債
務
者
無
料
相
談
会
を

開
催
し
ま
す

お
知
ら
せ

「
全
国
一
斉
！
法
務
局
休
日

相
談
所
」
の
開
設
に
つ
い
て

お
知
ら
せ

第
22
回
森
木
敏
雄
旗
争
奪

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会
（
ス
ロ
ー

ピ
ッ
チ
大
会
）
に
つ
い
て

お
知
ら
せ

無
料
法
律
相
談
会
を
開
催
し
ま
す

お
知
ら
せ

障
害
児
・
者
の

相
談
支
援
事
業
に
つ
い
て

お
知
ら
せ

全
国
一
斉
「
高
齢
者
・
障
害
者
の

人
権
あ
ん
し
ん
相
談
」
強
化
週
間

お
知
ら
せ

障
害
者
相
談
会
に
つ
い
て

お
知
ら
せ

講
座
・
教
室

人権擁護委員無料相談のご案内 人権擁護委員の連絡先
氏　名 電話番号住　　所
杉本　寛子
井上　　晃
藤木　栄子
金子　　覺
髙瀨　科子
曽我　定子
山本　周児

いの町6466－5
　〃　加田599
　〃　天王南9－12－2
　〃　枝川826－1
　〃　波川610－3
　〃　下八川丙644－1
　〃　戸中81－5

892－2513
892－1154
891－6684
893－2135
892－3635
867－3224
873－5422

法務局相談窓口・問い合わせ
（祝休日を除く月～金曜日　受付8:30～17:00）
高知地方法務局人権擁護課 822－3503

　町が委嘱した相談員が、自らの経験をいかして障害のある人やその家族の相談に応じています。
お気軽にご相談ください。

◆ 障害者相談員について ◆

○ 身体障害者相談員
氏　名

片岡　卓宏
中内　正育
深見　三男
隅田　清明

いの町4207
　〃　枝川182－１
　〃　415－3
　〃　上八川甲1819－1

892－0008
893－4475
893－3669
867－2567

住　　　所 電話番号
○ 知的障害者相談員
氏　名

安藤猪津子 いの町6123－1 893－3518
住　　　所 電話番号

○ 精神障害者相談員
氏　名

筒井　周子 いの町旭町85 892－3177
住　　　所 電話番号

事業所名（住所） 対象 電話番号 営業日など
指定特定相談支援事業所なのはな
（いの町6032番3）

障害者福祉サービスセンター
ウェーブ相談支援事業所
（高知市愛宕町1丁目4番15号）
グッドサポート
（いの町1700番地）

指定特定相談支援事業所「ら・ら・ら」
（いの町6032番3）

障害者

障害者

障害者

児童

850－4950

893－6411

820－1221

821－7288

月～金曜日（土、日、祝日及
び年末年始は休業）
8：30～17：30
月～金曜日（土、日曜日及び年末年
始（12月29日～１月3日）は休業）
8：00～17：00
月～金曜日（土、日、祝日及
び年末年始は休業）
8：30～17：00
月～金曜日（土、日曜日及び年末年
始（12月30日～１月4日）は休業）
9：00～18：00

日時 会場
9月15日（火）
　13:00～16:00
9月17日（木）
　13:00～16:00
9月18日（金）
　16:00～19:00
9月19日（土）
　13:00～16:00

高知県立消費生活センター
（高知市旭町3-115　ソーレ2階）
ハローワーク高知
（高知市大津乙2536-6）
高知県立消費生活センター
（高知市旭町3-115　ソーレ2階）
高知市消費生活センター
（高知市市民生活課内　高知市本町5-1-45）

ゼ
ロ
ゼ
ロ
み
ん
な
の
ひ
ゃ
く
と
お
ば
ん

地区 開催場所相談時間今月の
相談日

伊野
吾北

あったかふれあいセンター
（すこやかセンター伊野内）
吾北山村開発センター

9月16日(水)
9月7日(月)

13：30～16：30
10：00～15：00


